
 

周防大島町病院事業局ホームページリニューアル業務審査実施要領 

 

１ 選定方法 

（１）  参加資格審査（一次審査） 

書類審査を別紙１（一次審査基準表）を基に選定委員が評価を行う。 

３事業者程度を一次審査通過者として選定する。 

（２）  プレゼンテーション審査（二次審査） 

参加資格審査で選定された者を対象に、プレゼンテーション審査を別紙２（二次

審査基準表）を基に選定委員が評価を行う。 

（３）  優先交渉権者候補者等の選定 

委員ごとに評価点の合計が最も高い事業者から順位をつけ、１位とした委員の人

数が最も多い事業者を優先交渉権者として特定する。また、次点を次点交渉権者

とする。１位とした委員の人数が２者以上となった場合は、提案価格額の低い者

を上位とし、次点者についても同様とする。  

（４）  その他  

・参加申込者が１者のみとなった場合でも、６割以上の評価は必要とする。  

（一次・二次審査どちらも同様。） 

２ 選考審査（配点 1 人１００点） 

参加資格審査で選定された者によるプレゼンテーションについて、選定委員が評価し

その合計点を評価点とする。 

 


